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１．趣旨

近年渇水が頻発していると言われていますが、渇水と呼ばれる状況は、過去１０ケ

年間において昭和６２年、平成２年、平成６年、平成８年の４回発生しています。

県内においては、取水量の約９割を占める農業用水の利水団体が積極的に番水など

の利水調整を行い、取水制限に対して協力してきたことにより、これまでの渇水状況

を乗り越えてきました。

本マニュアルは、渇水という不測の事態に備えて、農業用水の効率的な運用を図る

とともに農業利水者が一体となった渇水調整を円滑に行ってゆくための一助とするも

です。

２．渇水とは

渇水とは、少雨等により河川の流量やダムの貯水量が減少して、利水者の必要な取

水量が確保できなくなり、国民生活、都市活動及び生産活動に不便さを生じる状態を

いいます。


